
報告議題
「個人情報の保護に関する法律第66条第１項に
基づき講ずる措置の取組状況について」
の資料の見方について



○個人情報の保護に関する法律第66条第１項では

「行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の

保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなら

ない。」としています。（上記の措置について、以下「安全管理措置」と

いいます。）

○区は、安全管理措置の具体的な内容等を杉並区個人情報の保護に関する安

全管理措置等基準（以下「基準」といいます。）に定めています。

○基準では、個人情報の取扱いを８類型（後述）に整理し、それぞれの取扱

いを行う際に講じなければならない措置を定めています。また、取扱いを

行う際には、講ずべき措置について自己点検を行い、その結果を区の内部

会議体であるデジタル・セキュリティ部会に報告し、点検内容の妥当性に

ついて承認を受けることとしています。



○また、区では、杉並区個人情報の保護に関する条例に基づき、「業務を新

たに開始するに当たり、個人情報を保有するときは、必要な事項を個人情

報登録簿に登録しなければならない。」としています。

○個人情報登録簿には、当該業務でどのように個人情報を取り扱っているか

(どのような項目を保有しているか、どのような目的で外部に個人情報を提

供しているか等)が記録されています。個人情報の取扱いを行う際には、個

人情報登録簿の内容に反映する必要があるため、個人情報登録簿の内容を

変更する際に必要な自己点検を実施するとも言えます。

○資料３の「個人情報の保護に関する法律第66条第１項に基づき講ずる措置

の取組状況について」は、デジタル・セキュリティ部会での部会員と案件

提出課との質疑の記録であり、【参考資料】はデジタル・セキュリティ部

会で使用した資料です。



○報告「個人情報の保護に関する法律第66条第１項に基づき講ずる措置の取

組状況について」については、資料３と【参考資料】を並べていただき、

資料３の部会報告に対応する参考資料のページをご覧いただくと、部会が

確認したことや、指摘した内容の詳細をご確認いただけます。

○参考資料は以下の順番で綴られています。

「自己点検表の表紙」→「○○の記録」→「自己点検表○○」→

→「▲▲の記録」→「自己点検表▲▲」→・・・・

（○○、▲▲は個人情報取扱いの類型（保有、外部委託など））

○個人情報登録簿は、変更を行った箇所にアンダーラインを引きます。

○自己点検表は、登録簿で変更を加えた箇所のみ点検対象としています。



○個人情報取扱いの類型について①

個人情報登録簿の記録及び自己点検表は、以下の８類型があります。

(１)個人情報の保有

業務において取得した個人情報の管理に関すること

(２)外部委託

保有個人情報に係る業務の処理を外部に委託すること

(３)指定管理

指定管理者に公の施設の管理を行わせること

(４)労働者派遣

保有個人情報に係る業務について労働者派遣の役務の提供を受けること



○個人情報取扱いの類型について②

(５)目的外利用

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用すること

(６)外部提供

区の機関以外のものへ保有個人情報を提供すること

(７)電算入力

保有個人情報を区の機関が管理する電子計算組織(システム等)に記録すること

(８)外部結合

区の機関が管理する電子計算組織を区の機関以外のものが管理する電子計

算組織と電気通信回線で接続すること



○次ページ以降で、参考資料の見方についてご説明いたします。

（指定管理、労働者派遣については事例が少ないため、本資料での説明を

割愛しています。)

○本資料及び参考資料内では、特段の記載がない限り、「法」と記載されて

いる場合は「個人情報の保護に関する法律」のことをいい、「政令」と記

載されている場合は「個人情報の保護に関する法律施行令」をいいます。



【自己点検表（表紙）】

〇点検事項

「個人情報の保有等」から「外部結合」まで８類型あります。

〇新規・変更

新たに記録を作成する場合は「新規」、既存の記録に追加等する場

合は「変更」とします。

〇実施予定年月日

個人情報の取扱いを開始する予定日です。

〇根拠法令等

個人情報を取り扱うことに根拠法令等がある場合は記載します。

〇案件の概要

個人情報を取り扱う行政事務の内容と、主管課の現状及び課題、課

題への対応が前段に記載されています。

後段においては、この対応に伴い個人情報の取扱いを変更等するに

当たり、必要な自己点検を実施し、個人情報登録簿の内容を変更する

ことが記載されています。



【個人情報の保有の記録】

〇業務の名称

区では業務単位で個人情報の利用目的を設定しています。

〇部課名 業務の主管課です。複数課で作成する記録もあります。

〇個人情報の利用目的

個人情報を保有するに当たり特定した利用目的です。この利用目的

の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有することはできません。

〇対象となる個人の範囲

当該業務で個人情報を利用される者を記録します。

〇個人情報の取得方法

本人から取得するか、本人以外から取得するかを記録します。本人

以外から取得する場合には、根拠法令又は相当の理由を記録します。

〇個人情報の記録の方法

紙、庁内共有フォルダ、電子計算組織（システム）等、記録形態を

記録します。

〇電子計算組織の名称

当該業務で利用する、個人情報を記録するシステムを記録します。



【自己点検表①（個人情報の保有・本人以外からの取得）】

〇保有する個人情報の内容

追加等を行う個人情報項目です。当該項目が要配慮個人情報

（注）である場合は、項目名に下線を引きます。以下、ほかの自

己点検表においても同様です。

〇１．個人情報の保有（第２号～第５号）

個人情報を保有するに当たっての点検事項です。利用目的の範

囲内であること、利用目的を変更する場合は、変更前の目的との

関連性、本人から直接取得する際の利用目的の明示方法を確認し

ます。

〇２．本人以外からの個人情報の取得（第６号）

本人以外から個人情報を取得するに当たっての点検事項です。

根拠法令又は相当の理由を確認します。

（注）要配慮個人情報…不当な差別や偏見その他の不利益が生じ

ないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定め

る記述が含まれる個人情報をいいます。



【外部委託の記録】

〇委託先の区分

委託の相手方を委託業務が分かるように記録します。

〇委託の期間

単年度か、継続（２ヶ年度以上継続されるもの）かを選択し

ます。なお、契約期間ではなく、個人情報の取扱いを委託する

期間で判断します。

〇委託の内容

個人情報の取扱いを委託する業務の内容を記録します。

〇再委託の内容・理由

委託の内容のうち、再委託する業務内容、理由を記録します。

〇委託の条件

契約書面等に記載する事項です。原則、全て となります。

〇個人情報の授受の方法

委託先との授受方法を記録します。外部結合による授受を行

う場合は、対応する【外部結合の記録】を記録します。



【自己点検表②ー１（外部委託）】

〇委託先に行わせる業務の内容（第１号）

外部委託の記録に記録した業務内容ごとに記載します。

○再委託等を行う業務の内容（再委託等を行う場合）

再委託等を行う業務を確認します。

〇１．委託先等に取り扱わせる保有個人情報（第５号）

委託先に取り扱わせる項目についての点検事項です。各項目に

ついて、どの業務内容で取り扱うか確認するとともに、委託先に

取り扱わせることが必要な理由について確認します。



【自己点検表②ー２（外部委託）】

○２．委託先の選定に使用した基準（①）

委託先の選定に関する基準について確認します。

〇３．委託先に係る契約条項（②～⑬）

契約書等に必要事項を記載することについて確認します。必要

事項を記載しない旨の記載をする場合は、その理由と代替措置を

確認します。

〇４．委託先に係る確認事項（⑭～⑲）

委託先等に業務を行わせるに当たり講じる措置について確認し

ます。確認事項に対する具体的な対応を記載し、措置を講じない

場合はその理由と代替措置を確認します。



【目的外利用をした記録】

〇目的外利用をした業務の利用目的

利用する（取得する）業務側の利用目的を記録します。

〇目的外利用の根拠

法第69条の該当条文を選択します。

〇上記の法令根拠又は相当の理由

根拠法令又は相当の理由を記録します。

〇目的外利用の方法

情報を取得する方法を記録します。

〇目的外利用をされた業務の名称

利用される（提供する）業務の名称を記録します。

※利用される業務側には同一の内容の【目的外利用をされた記

録】を作成し綴りますが、自己点検の手続の際には省略します。



【自己点検表④ー１（目的外利用）】

〇１．目的外利用を行う保有個人情報の範囲及び妥当性(第１号)

目的外利用を行う項目についての点検事項です。各項目につい

て、目的外利用が必要な理由について確認します。



【自己点検表④ー２（目的外利用）】

○２．目的外利用に係る確認事項（①）

・目的外利用の根拠等について確認します。

※②～⑤及び「３．利用目的以外の目的のための外国にある第

三者への外部提供に係る確認事項」（⑥～⑧）は外部提供に係る

点検項目のため、目的外利用の自己点検では対象となりません。



【外部提供の記録】

〇外部提供を受ける者

区が情報を提供する相手方を記録します。

〇外部提供を受ける者の利用目的

相手方の個人情報の利用目的を記録します。

〇外部提供の根拠

利用目的内の提供か、利用目的外の提供かにより、該当する項

目を選択します。

〇上記の法令根拠又は相当の理由

根拠法令、相当の理由を記録します。

○外部提供の方法

情報を提供する方法を記録します。外部結合による授受を行う

場合は、対応する【外部結合の記録】を記録します。

〇外部提供の相手方に求めた措置の内容

個人情報を提供するに当たり、必要があると認めるときに提供

を受ける相手方に求めた措置内容を記録します。



【自己点検表④ー１（外部提供）】

〇１．外部提供を行う保有個人情報の範囲及び妥当性(第１号)

外部提供を行う項目についての点検事項です。各項目について、

外部提供が必要な理由について確認しています。



【自己点検表④ー２（外部提供）】

○２．外部提供に係る確認事項（①～⑤）

・外部提供の根拠等について確認します。（①）

・法第69条第２項各号の規定に基づく提供に当たり講じる措置

（②、④）、法第69条第２項第４号の規定に基づく提供の場合

に、法第70条の規定に基づき、提供先との間で書面を取り交わ

すか（③）、個人情報の提供に当たり、情報の一部削除（提供先

の業務において住所の全てを把握する必要がないため、「阿佐谷

南１ー15ー１」を「阿佐谷南１」にする等）や置き換え（氏名

をイニシャルや通し番号に換える等）の措置（⑤）について確認

します。

○３．利用目的以外の目的のための外国にある第三者への外部提

供に係る確認事項

・法第71条の規定に基づく外国にある第三者への提供に係る措

置（⑧～⑩）を確認します。



【電子計算組織への記録】

〇電子計算組織の名称

個人情報を記録するシステムの名称です。商品名ではなく、当

該システムの処理内容が分かるような名称を付けます。

〇利用業務

当該システムを利用している業務と業務の主管課を記録します。

システムについて、複数の業務で課を横断して利用していること

もあります。



【自己点検表⑤ー１（電算入力）】

〇１．電子計算組織に記録する保有個人情報の範囲及び妥当性（第

１号）

システムに入力する項目についての点検事項です。各項目につい

て、システムに記録することが必要な理由について確認します。



【自己点検表⑤ー２（電算入力）】

○２．電子計算組織に係る確認事項

・電子計算組織に記録するに当たっての確認事項

記録される対象者数（①）操作員数（②）、操作員種別及び詳

細（③）、データ処理件数（④）、操作端末種別及び詳細（⑤）

について確認します。

・電子計算組織に係る確認事項

セキュリティに係る措置等（⑥）、アクセス権限の管理（⑦）、

システムに記録される個人情報の複製、送信、個人情報が記録さ

れた媒体の外部への送付、持ち出しの管理（⑧）について確認し

ます。



【外部結合の記録】

〇外部結合の相手方

電気通信回線の接続先を記録します。個人情報を提供、取得す

る相手方ではなく、個人情報の授受に当たって利用するシステム

への接続に当たっての相手方を記録します。

〇外部結合の方法

電気通信回線による接続について、利用回線を記録します。

○外部結合を行う理由

個人情報の授受に当たり外部結合を実施するため、何のために

外部結合を行っているか記録します。

○外部結合によって個人情報を提供・取得する相手方

当該外部結合により個人情報を提供・取得する相手方を記録し

ます。外部委託先との授受の手段、外部提供先への提供の手段と

して外部結合が行われることから、関連帳票として外部委託の記

録、外部提供の記録を記録します。



【自己点検表⑥ー１（外部結合）】

〇１．外部結合によって提供・取得する個人情報の妥当性（第１

号・第２号）

外部結合により提供・取得する項目についての点検事項です。

各項目について、外部結合が必要な理由について確認します。



【自己点検表⑥ー２（外部結合）】

○２．外部結合に係る確認事項

・外部結合に係る基本確認事項（第３号・第４号）

外部結合の相手方及び詳細（①）、外部結合の方法及び詳細

（②）について確認します。

・（提供の場合のみ）外部結合に当たり施す措置

外部結合により個人情報を提供する場合について、提供を行う

根拠（③）、法第69条第２項各号の規定に基づき外部結合により

個人情報を提供する場合の措置（④、⑥）、法第69条第２項第４

号の規定に基づく提供の場合に、法第70条の規定に基づき、提供

先との間で書面を取り交わすか（⑤）、個人情報の提供に当たり、

情報の一部削除（提供先の業務において住所の全てを把握する必

要がないため、「阿佐谷南１ー15ー１」を「阿佐谷南１」にする

等）や置き換え（氏名をイニシャルや通し番号に換える等）の措

置（⑦）、法第71条の規定に基づく外国にある第三者への提供に

係る措置（⑧～⑩）を確認します。
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